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報告第１号 

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業について 

 

１ 経緯 

令和２年２月２８日付け文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感染症対策

のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業につ

いて」 

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等課程を置く専修学校の設置

者に対し、本年３月２日（月）から春季休業の開始日までの間の学校保健安全法

第２０条に基づく臨時休業について要請があった。 

【学校保健安全法】 

 第２０条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の

全部又は一部の休業を行うことができる。 

 

２ 文部科学省事務次官の通知を踏まえた対応 

令和２年２月２８日付け教育長通知「新型コロナウイルス感染症対策のための小

学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について」 

県教育委員会では、何よりも子どもたちの健康・安全を第一に考え、多くの子

どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる新型コロナウイルスへの感

染防止の観点から、県立学校において、３月３日から学年末休業日までの間の一

斉臨時休業の措置を講じることとした。 

 

３ 一斉臨時休業期間中の学校の対応 

令和２年２月２８日付け教育長通知 「新型コロナウイルス感染症対策のための

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に係る対応に

ついて」 

（記載している項目） 

【学校教育課関係】 

  １ 卒業式について 

   ２ 県立高等学校入学者選抜について 

   ３ 幼児児童生徒との連絡体制の確立について 

   ４ 県立特別支援学校における一斉臨時休業について 

【スポーツ健康課関係】 

   １ 児童生徒及び教職員の健康状態の把握について 

   ２ 部活動について 

【教職員課関係】 

   教職員の服務について 
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４ 県立高等学校入学者選抜の対応 

  令和２年３月３日付け教育長通知「令和２年度青森県立高等学校入学者選抜につ

いて」 

・ 入学者選抜及び再募集の学力検査は予定どおり実施する。 

  ・ 入学者選抜の面接並びに再募集の面接及び作文は実施しない。 

  ・ 入学者選抜及び再募集の実技検査は、当該学科を第一志望としている者のみ

実施する。 

  ・ 学力検査の実施校においては、感染防止の措置を講じる。 

  ・ 新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより、入学者選抜の学力

検査等を実施することができなかった者が不合格になった場合に、当初出願し

た高校の学科・コース（部）の学力検査を改めて受検する機会を確保するため、

追検査を実施する。 

  ※ 追検査の対象者はなかった。 

 

５ 一斉臨時休業期間中の分散登校 

  令和２年３月１６日付け教育長通知「一斉臨時休業期間中の分散登校について」 

   県立高等学校において、新年度に向けて生徒の指導を適切に行う観点から、３

月２３日（月）から一斉臨時休業が終了するまでの間、ホームルーム又は学年等

の単位で出校させて一斉指導を行う機会（分散登校）を、各学校の判断により設

けることができることとした。 

  （想定される指導内容） 

   ・ 学習の状況の確認、新たな学習指導の提示及び学習支援 

   ・ 生徒の心身の健康状況の確認 

   ・ 臨時休業期間中の生活上の注意 

   ・ 年度末及び年度始めに関する事項の連絡及び指示等 

 

６ 教育活動の再開等 

  令和２年３月２４日付け文部科学事務次官通知「令和２年度における小学校、中

学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について」 

  文部科学省から、３月１９日に公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）を踏まえ、３つの条件

（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声）が重なることを

徹底的に回避する対策を示すなど、新学期からの学校再開に向けた考え方及び留意

事項等をまとめた通知が発出された。 
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報告第２号 

 

議案に対する意見について 

 

知事から意見を求められた下記議案について、緊急を要するため、青森

県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき、

教育長において臨時に代理し、原案に同意したので、ここに報告します。 

 

記 

 

１ 令和２年度青森県一般会計予算案（教育委員会所管分） 

２ 青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案 

３ 青森県営スケート場条例の一部を改正する条例案 

４ 任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例案 

５ 令和元年度青森県一般会計補正予算（第３号）案（教育委員会所管分） 

６ 令和元年度青森県一般会計補正予算（第４号）案（教育委員会所管分） 

７ 令和元年度青森県一般会計補正予算（第５号）案（教育委員会所管分） 

８ 令和２年度青森県一般会計補正予算（第１号）案（教育委員会所管分） 
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議案第１号 
 
 
 

「学校における働き方改革プラン」について 
 
 

  本県の学校における働き方改革を推進するため、「学校における働き

方改革プラン」を別紙のとおり定める。 
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議案第２号

青森県文化財保存活用大綱について

青森県文化財保存活用大綱を、別紙のとおり定める。
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議案第３号                  
 

特別史跡三内丸山遺跡整備計画について 

 

 

特別史跡三内丸山遺跡整備計画を、別紙「特別史跡三内丸山遺跡整備計画」の

とおり定める。 
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議案第４号 

青森県文化財保護審議会委員の人事について 

 青森県文化財保護審議会委員の人事を次のとおり行う。 

 

斎藤 政人 

石川 善朗 

山田 泰子 

福井 敏隆 

藤田 俊雄 

岡田あゆみ 

外崎 純一 

山田 嚴子 

工藤 竹久 

兵藤 勝幸 

下田 雄次 

山岸 洋貴 

柴田眞理子 

青森県文化財保護審議会委員を委嘱する 

岡田 俊治 

青森県文化財保護審議会委員を任命する 

任期は令和２年４月９日から令和４年４月８日までとする 

 令和２年３月２５日 

青森県教育委員会 
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議案第５号 
 

青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則及び 

青森県立学校職員の人事評価に関する規則の一部を 

改正する規則案について 
 

１ 提案理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、新たに一般職の非常勤職員である

「会計年度任用職員」が設けられることから、学校に置く会計年度任

用職員を人事評価の対象に加えることとし、所要の整備を行うため提

案するものである。 

 

２ 概要 

市町村立学校及び県立学校に置く会計年度任用職員を人事評価の対

象に加えるとともに、評価者及び調整者について規定するなど、所要

の整備を行うものである。 

 

３ 改正案及び新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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 教諭、養護教諭、栄養

教諭、事務職員、助教

諭、講師、養護助教

諭、学校栄養職員 

教頭 校長 市町村教育長

又は市町村教

育長が指定し

た者 

青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則及び青森県立学校職員の人事

評価に関する規則の一部を改正する規則案 

 

青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則及び青森県立学校職員の人事評価

に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則及び青森県立学校職員の人事

評価に関する規則の一部を改正する規則 

 （青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則の一部改正） 

第一条 青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則（平成二十八年二月青森県教

育委員会規則第一号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

    青森県県費負担教職員等の人事評価に関する規則 

第一条中「第四十四条」の下に「又は地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六

十一号）第二十三条の二第一項」を、「市町村教育委員会」の下に「又は県教育委員

会」を加え、「県費負担教職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第

百三十五号）第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下「職員」という。）」を

「市町村立学校に勤務する職員」に改める。 

第二条中「非常勤職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二

十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）、臨時的任用職

員及び」を「県費負担教職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第

百三十五号）第一条及び第二条に規定する職員（非常勤講師（地方公務員法第二十

八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除く。）をいう。）

及び県教育委員会が任用する会計年度任用職員（同法第二十二条の二第一項に規定

する職員をいう。）のうち」に、「すべての職員」を「全ての職員（以下「職員」と

総称する。）」に改める。 

第四条中「（以下「評価期間」という。）」を削る。 

第五条の表中 

 「 

 

 

 

                               」 

 

 

 

 

 

を 
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教諭、養護教諭、栄養教諭、助教

諭、講師、養護助教諭、実習助手、

寄宿舎指導員、技術職員、技能職

員（農事）、甲板員、機関員 

教頭 校長 県 教 育

長 又 は

県 教 育

長 が 指

定 し た

者 

事務職員、学校栄養職員、技能職

員（農事以外） 

事務長 

 

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教

諭、講師、養護助教諭、実習助手、

寄宿舎指導員、技術職員、技能職

員（農事）、甲板員、機関員 

教頭 校長 県 教 育

長 又 は

県 教 育

長 が 指

定 し た

者 

 

 

事務職員、学校栄養職員、技能職

員（農事以外） 

事務長 

会計年度任用職員（地方公務員法

第二十二条の二第一項に規定する

職員をいう。） 

教頭又は

事務長 

 「 

 

 

 

 

 

 

                               」 

 （青森県立学校職員の人事評価に関する規則の一部改正） 

第二条 青森県立学校職員の人事評価に関する規則（平成二十八年二月青森県教育委

員会規則第二号）の一部を次のように改正する。 

第二条中「、非常勤職員（地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）」を削る。 

第四条中「（以下「評価期間」という。）」を削る。 

第五条の表中 

「 

  

 

 

                               

 

                               」 

「  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                」 

附 則 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

 

を 

に改める。 

に改める。 

 教諭、養護教諭、栄養

教諭、事務職員、助教

諭、講師、養護助教

諭、学校栄養職員 

教頭 校長 市町村教育長

又は市町村教

育長が指定し

た者 

会計年度任用職員 市町村教育

長が指定し

た者 

県教育長が指定した者 
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青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則新旧対照表 

                         下線部分は改正部分 

改 正 後 改 正 前 

青森県県費負担教職員等の人事評価に関

する規則 

（目的） 

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号）第四十四条又は地方公務員法（昭和

二十五年法律第二百六十一号）第二十三条の

二第一項の規定に基づき、市町村教育委員会

又は県教育委員会が行う市町村立学校に勤務

する職員の人事評価の実施に関し、必要な事

項を定め、もって職員の資質能力の向上及び

学校組織の活性化を図ることを目的とする。 

 

（対象となる職員） 

第二条 人事評価は、県費負担教職員（市町村

立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第

百三十五号）第一条及び第二条に規定する職

員（非常勤講師（地方公務員法第二十八条の

五第一項に規定する短時間勤務の職を占める

職員を除く。）を除く。）をいう。）及び県教育

委員会が任用する会計年度任用職員（同法第

二十二条の二第一項に規定する職員をいう。）

のうち県教育委員会教育長（以下「県教育長」

という。）の指定する者を除く全ての職員（以

下「職員」と総称する。）について実施するも

のとする。 

（評価期間） 

第四条 人事評価の対象となる期間は、県教育

長が定める。 

（評価者及び調整者） 

第五条 （略） 

評価対象者 第 一 次

評価者 

第 二 次

評価者 

調整者 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

会計年度任用

職員 

市 町 村

教 育 長

が 指 定

した者 

県教育長が指定し

た者 

 

青森県県費負担教職員の人事評価に関す

る規則 

（目的） 

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号）第四十四条の規定に基づき、市町村

教育委員会が行う県費負担教職員（市町村立

学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百

三十五号）第一条及び第二条に規定する職員

をいう。以下「職員」という。）の人事評価の

実施に関し、必要な事項を定め、もって職員

の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図

ることを目的とする。 

（対象となる職員） 

第二条 人事評価は、非常勤職員（地方公務員

法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二

十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職

を占める職員を除く。）、臨時的任用職員及び

県教育委員会教育長（以下「県教育長」とい

う。）の指定する者を除くすべての職員につい

て実施するものとする。 

 

 

 

 

 

（評価期間） 

第四条 人事評価の対象となる期間（以下「評

価期間」という。）は、県教育長が定める。 

（評価者及び調整者） 

第五条 （略） 

評価対象者 第 一 次

評価者 

第 二 次

評価者 

調整者 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
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青森県立学校職員の人事評価に関する規則新旧対照表 

                         下線部分は改正部分 

改 正 後 改 正 前 

（対象となる職員） 

第二条 人事評価は、臨時的任用職員及び県教

育委員会教育長（以下「県教育長」という。）

の指定する者を除くすべての職員について実

施するものとする。 

 

 

（評価期間） 

第四条 人事評価の対象となる期間は、県教育

長が定める。 

 （評価者及び調整者） 

第五条 評価者及び調整者は、次の表の評価対

象者の区分に応じ、同表の当該各欄に掲げる

者とする。 

評価対象者 第 一 次

評価者 

第 二 次

評価者 

調整者 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 校長 県 教 育

長 又 は

県 教 育

長 が 指

定 し た

者 

（略） （略） 

会計年度任用

職員（地方公

務員法第二十

二条の二第一

項に規定する

職員をいう。） 

教 頭 又

は 事 務

長 

 

（対象となる職員） 

第二条 人事評価は、非常勤職員（地方公務員

法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。）、臨時的任用職

員及び県教育委員会教育長（以下「県教育長」

という。）の指定する者を除くすべての職員に

ついて実施するものとする。 

（評価期間） 

第四条 人事評価の対象となる期間（以下「評

価期間」という。）は、県教育長が定める。 

 （評価者及び調整者） 

第五条 評価者及び調整者は、次の表の評価対

象者の区分に応じ、同表の当該各欄に掲げる

者とする。 

評価対象者 第 一 次

評価者 

第 二 次

評価者 

調整者 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 校長 県 教 育

長 又 は

県 教 育

長 が 指

定 し た

者 

（略） （略） 
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議案第６号 

   青森県立学校学則の一部を改正する規則案について 

 

１ 提案理由 

新たな青森県立黒石高等学校の設置及び青森県立名久井農業高等

学校等の学科の廃止に伴う所要の整備を行うため提案するものであ

る。 

 

２ 概要 

（１）県立高等学校の設置 

青森県立黒石高等学校及び青森県立黒石商業高等学校を統合し、

新たな青森県立黒石高等学校を設置することに伴う所要の整備を行

うものである。 

（２）県立高等学校の学科の廃止 

青森県立名久井農業高等学校の園芸科学科、青森県立十和田工業

高等学校の電子機械科及び青森県立むつ工業高等学校の電子科を募

集停止することに伴う所要の整備を行うものである。 

 

３ 改正案及び新旧対照表 

    別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

    令和２年４月１日から施行する。 

 

５ その他 

  青森県立名久井農業高等学校の園芸科学科、青森県立十和田工業

高等学校の電子機械科及び青森県立むつ工業高等学校の電子科は、

改正後の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科

に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 
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青森県立学校学則の一部を改正する規則案

青森県立学校学則の一部を改正する規則を次のように定める。

青森県立学校学則の一部を改正する規則

青森県立学校学則（昭和三十九年四月青森県教育委員会規則第五号）の一部を次

のように改正する。

第一条中「名称」の下に「、区分」を加える。

別表第一を次のように改める。

別表第一

名 称 区 分 位 置 課 程 学 科 修業年限

青森県立青森高等学校 全日制の課程 普通科 三年
青森市桜
川八丁目

青森県立青森西高等学校 全日制の課程 普通科 三年
青森市大
字新城

青森県立青森東高等学校 全日制の課程 普通科 三年
青森市原
別三丁目

東津軽郡
平内校舎 平内町大 全日制の課程 普通科 三年

字小湊

普通科

青森県立青森北高等学校 全日制の課程 三年青森市大
字羽白 スポーツ科学

科

東津軽郡
今別校舎 今別町大 全日制の課程 普通科 三年

字今別

青森市西 普通科
青森県立青森南高等学校 大野二丁 全日制の課程 三年

目 外国語科

青森市東
青森県立青森中央高等学 大野一丁 全日制の課程 総合学科 三年
校 目

定時制の課程 普通科
青森市松青森県立北斗高等学校 三年以上
原二丁目 通信制の課程 普通科

青森市浪
青森県立浪岡高等学校 岡大字浪 全日制の課程 普通科 三年

岡
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普通科
五所川原 全日制の課程 三年

青森県立五所川原高等学 市字中平 理数科
校 井町

定時制の課程 普通科 三年以上

五所川原
青森県立金木高等学校 市金木町 全日制の課程 普通科 三年

芦野

青森県立木造高等学校 全日制の課程 総合学科 三年
つがる市
木造日向

西津軽郡
深浦校舎 深浦町大 全日制の課程 総合学科 三年

字広戸

西津軽郡

青森県立鰺ケ沢高等学校 全日制の課程 普通科 三年鰺ケ沢町
大字舞戸
町

北津軽郡
青森県立板柳高等学校 板柳町大 全日制の課程 普通科 三年

字太田

北津軽郡
青森県立鶴田高等学校 鶴田町大 全日制の課程 普通科 三年

字鶴田

北津軽郡
青森県立中里高等学校 中泊町大 全日制の課程 普通科 三年

字高根

青森県立弘前高等学校 全日制の課程 普通科 三年
弘前市大
字新寺町

全日制の課程 普通科 三年
青森県立弘前中央高等学 弘前市大
校 字蔵主町

弘前市大
青森県立弘前南高等学校 字大開四 全日制の課程 普通科 三年

丁目

普通科
昭和二十 全日制の課程 三年
三年度の 黒石市西 看護科
設置に係 ケ丘
るもの 専攻科 看護科 二年

普通科
青森県立黒石高等学校

全日制の課程 三年
令和二年 情報デザイン
度の設置 黒石市西 科
に係るも ケ丘
の 看護科

専攻科 看護科 二年
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定時制の課程 総合学科
青森県立尾上総合高等学 平川市高 三年以上
校 木松元 通信制の課程 普通科

青森県立三本木高等学校 全日制の課程 普通科 三年
十和田市
西五番町

普通科
青森県立十和田西高等学 十和田市 全日制の課程 三年
校 大字沢田 観光科

三沢市松 全日制の課程 普通科 三年
青森県立三沢高等学校 園町一丁

目 定時制の課程 普通科 三年以上

上北郡野
青森県立野辺地高等学校 辺地町字 全日制の課程 普通科 三年

松ノ木

上北郡七
青森県立七戸高等学校 戸町字舘 全日制の課程 総合学科 三年

野

上北郡六
青森県立六戸高等学校 戸町大字 全日制の課程 普通科 三年

犬落瀬

上北郡お 普通科
青森県立百石高等学校 いらせ町 全日制の課程 三年

苗平谷地 食物調理科

上北郡六
青森県立六ケ所高等学校 ケ所村大 全日制の課程 普通科 三年

字倉内

全日制の課程 普通科 三年
むつ市海
老川町

青森県立田名部高等学校
定時制の課程 普通科 三年以上

青森県立大湊高等学校 全日制の課程 総合学科 三年
むつ市大
字大湊

むつ市川
川内校舎 内町家ノ 全日制の課程 普通科 三年

上

下北郡大
青森県立大間高等学校 間町大字 全日制の課程 普通科 三年

大間

青森県立八戸高等学校 全日制の課程 普通科 三年
八戸市長
者四丁目

普通科
八戸市類青森県立八戸東高等学校 全日制の課程 三年
家一丁目 表現科

青森県立八戸北高等学校 全日制の課程 普通科 三年八戸市大
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字大久保

普通科

青森県立八戸西高等学校 全日制の課程 三年
八戸市大
字尻内町 スポーツ科学

科

定時制の課程 普通科
青森県立八戸中央高等学 八戸市諏 三年以上
校 訪一丁目 通信制の課程 普通科

三戸郡三
青森県立三戸高等学校 戸町大字 全日制の課程 普通科 三年

川守田

三戸郡五
青森県立五戸高等学校 戸町字根 全日制の課程 普通科 三年

岸

三戸郡田
青森県立田子高等学校 子町大字 全日制の課程 普通科 三年

相米

生物生産科

五所川原 森林科学科青森県立五所川原農林高 市大字一 全日制の課程 三年
等学校 野坪 環境土木科

食品科学科

生物生産科

環境工学科
青森県立柏木農業高等学 平川市荒 全日制の課程 三年
校 田上駒田 食品科学科

生活科学科

植物科学科

動物科学科

青森県立三本木農業高等 十和田市 全日制の課程 農業機械科 三年
学校 大字相坂

環境土木科

農業経済科

生物生産科
三戸郡南
部町大字 全日制の課程 三年

青森県立名久井農業高等
学校 環境システム

下名久井 科

海洋生産科

全日制の課程 水産食品科 三年

青森県立八戸水産高等学 八戸市大 水産工学科校 字白銀町
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漁業科
専攻科 二年

機関科

機械科

電子機械科

電気科

全日制の課程 電子科 三年
青森県立青森工業高等学 青森市大
校 字馬屋尻 情報技術科

建築科

都市環境科

定時制の課程 工業技術科 三年以上

機械科

電子機械科青森県立五所川原工業高 五所川原 全日制の課程 三年
等学校 市大字湊 電気科

情報技術科

機械科

電気科

電子科
全日制の課程 三年

青森県立弘前工業高等学 弘前市大 情報技術科
校 字馬屋町

土木科

建築科

定時制の課程 工業技術科 三年以上

機械・エネル
ギー科

十和田市
青森県立十和田工業高等 大字三本 全日制の課程 三年

電気科

学校 木 電子科

建築科

機械科

全日制の課程 三年
青森県立むつ工業高等学 むつ市文 電気科
校 京町

設備・エネル
ギー科
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機械科

電子機械科

電気科

全日制の課程 電子科 三年
青森県立八戸工業高等学 八戸市江
校 陽一丁目 情報技術科

土木建築科

材料技術科

定時制の課程 工業技術科 三年以上

商業科
青森県立青森商業高等学 青森市大 全日制の課程 三年校 字戸山 情報処理科

農業経営科

商業科

情報処理科
弘前市大青森県立弘前実業高等学 字中野三 全日制の課程 家庭科学科 三年

校 丁目
服飾デザイン
科

スポーツ科学
科

商業科

全日制の課程 三年
青森県立黒石商業高等学 黒石市あ 情報処理科
校 けぼの町

情報デザイン
科

三沢市春 商業科
青森県立三沢商業高等学 日台二丁 全日制の課程 三年
校 目 情報処理科

商業科
青森県立八戸商業高等学 八戸市大 全日制の課程 三年
校 字十日市 情報処理科

附 則

１ この規則は、令和二年四月一日から施行する。

２ 青森県立名久井農業高等学校の園芸科学科、青森県立十和田工業高等学校の電
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子機械科及び青森県立むつ工業高等学校の電子科は、改正後の青森県立学校学則

別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に当該学科に在学する

者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
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　（略） 　（略）

別表第一 別表第一

名　　　称 区　分 位　置 課　程 学　科 修業年限 名　　　称 位　置 課　程 学　科 修業年限

青森県立青森高等学校
青森市桜川八
丁目

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立青森高等学校
青森市桜川八
丁目

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立青森西高等学校
青森市大字新
城

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立青森西高等学校
青森市大字新
城

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立青森東高等学校
青森市原別三
丁目

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立青森東高等学校
青森市原別三
丁目

全日制の
課程

普通科 三年

平内校舎
東津軽郡平内
町大字小湊

全日制の
課程

普通科 三年 平内校舎
東津軽郡平内
町大字小湊

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

スポーツ科学科 スポーツ科学科

今別校舎
東津軽郡今別
町大字今別

全日制の
課程

普通科 三年 今別校舎
東津軽郡今別
町大字今別

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

外国語科 外国語科

青森県立青森中央高等学
校

青森市東大野
一丁目

全日制の
課程

総合学科 三年
青森県立青森中央高等学
校

青森市東大野
一丁目

全日制の
課程

総合学科 三年

定時制の
課程

普通科
定時制の
課程

普通科

通信制の
課程

普通科
通信制の
課程

普通科

青森県立浪岡高等学校
青森市浪岡大
字浪岡

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立浪岡高等学校
青森市浪岡大
字浪岡

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

理数科 理数科

定時制の
課程

普通科 三年以上
定時制の
課程

普通科 三年以上

青森県立金木高等学校
五所川原市金
木町芦野

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立金木高等学校
五所川原市金
木町芦野

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立木造高等学校
つがる市木造
日向

全日制の
課程

総合学科 三年 青森県立木造高等学校
つがる市木造
日向

全日制の
課程

総合学科 三年

深浦校舎
西津軽郡深浦
町大字広戸

全日制の
課程

総合学科 三年 深浦校舎
西津軽郡深浦
町大字広戸

全日制の
課程

総合学科 三年

青森県立鰺ケ沢高等学校
西津軽郡鰺ケ
沢町大字舞戸
町

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立鰺ケ沢高等学校
西津軽郡鰺ケ
沢町大字舞戸
町

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立板柳高等学校
北津軽郡板柳
町大字太田

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立板柳高等学校
北津軽郡板柳
町大字太田

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立鶴田高等学校
北津軽郡鶴田
町大字鶴田

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立鶴田高等学校
北津軽郡鶴田
町大字鶴田

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立中里高等学校
北津軽郡中泊
町大字高根

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立中里高等学校
北津軽郡中泊
町大字高根

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立弘前高等学校
弘前市大字新
寺町

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立弘前高等学校
弘前市大字新
寺町

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立弘前中央高等学
校

弘前市大字蔵
主町

全日制の
課程

普通科 三年
青森県立弘前中央高等学
校

弘前市大字蔵
主町

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立弘前南高等学校
弘前市大字大
開四丁目

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立弘前南高等学校
弘前市大字大
開四丁目

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

看護科 看護科

専攻科 看護科 二年 専攻科 看護科 二年

普通科 （新設）

情報デザイン科 （新設）

看護科 （新設）

専攻科 看護科 二年 （新設） （新設） （新設）

定時制の
課程

総合学科
定時制の
課程

総合学科

通信制の
課程

普通科
通信制の
課程

普通科

青森県立三本木高等学校
十和田市西五
番町

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立三本木高等学校
十和田市西五
番町

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

観光科 観光科

全日制の
課程

普通科 三年
全日制の
課程

普通科 三年

定時制の
課程

普通科 三年以上
定時制の
課程

普通科 三年以上

青森県立野辺地高等学校
上北郡野辺地
町字松ノ木

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立野辺地高等学校
上北郡野辺地
町字松ノ木

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立七戸高等学校
上北郡七戸町
字舘野

全日制の
課程

総合学科 三年 青森県立七戸高等学校
上北郡七戸町
字舘野

全日制の
課程

総合学科 三年

青森県立六戸高等学校
上北郡六戸町
大字犬落瀬

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立六戸高等学校
上北郡六戸町
大字犬落瀬

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

食物調理科 食物調理科

青森県立六ケ所高等学校
上北郡六ケ所
村大字倉内

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立六ケ所高等学校
上北郡六ケ所
村大字倉内

全日制の
課程

普通科 三年

全日制の
課程

普通科 三年
全日制の
課程

普通科 三年

定時制の
課程

普通科 三年以上
定時制の
課程

普通科 三年以上

青森県立大湊高等学校
むつ市大字大
湊

全日制の
課程

総合学科 三年 青森県立大湊高等学校
むつ市大字大
湊

全日制の
課程

総合学科 三年

川内校舎
むつ市川内町
家ノ上

全日制の
課程

普通科 三年 川内校舎
むつ市川内町
家ノ上

全日制の
課程

普通科 三年

全日制の
課程

三年

青森県立田名部高等学校
むつ市海老川
町

青森県立田名部高等学校
むつ市海老川
町

青森県立三沢高等学校
三沢市松園町
一丁目

青森県立三沢高等学校
三沢市松園町
一丁目

青森県立百石高等学校
上北郡おいら
せ町苗平谷地

全日制の
課程

三年 青森県立百石高等学校
上北郡おいら
せ町苗平谷地

（新設）

三年以上

青森県立十和田西高等学
校

十和田市大字
沢田

全日制の
課程

三年
青森県立十和田西高等学
校

十和田市大字
沢田

全日制の
課程

三年

青森県立尾上総合高等学
校

平川市高木松
元

三年以上
青森県立尾上総合高等学
校

平川市高木松
元

五所川原市字
中平井町

全日制の
課程

三年

青森県立黒石高等学校

昭和二十三
年度の設置
に係るもの

黒石市西ケ丘

全日制の
課程

三年

青森県立黒石高等学校

黒石市西ケ丘

青森県立五所川原高等学
校

五所川原市字
中平井町

全日制の
課程

三年
青森県立五所川原高等学
校

全日制の
課程

三年

令和二年度
の設置に係
るもの

黒石市西ケ丘

全日制の
課程

三年
（新設）

（新設）

全日制の
課程

三年

青森県立北斗高等学校
青森市松原二
丁目

三年以上 青森県立北斗高等学校
青森市松原二
丁目

三年以上

青森県立青森南高等学校
青森市西大野
二丁目

全日制の
課程

三年 青森県立青森南高等学校
青森市西大野
二丁目

青森県立青森北高等学校
青森市大字羽
白

全日制の
課程

三年 青森県立青森北高等学校

青森県立学校学則　新旧対照表
下線部は改正部分

改正後 改正前
第一条　青森県が設置する高等学校、特別支援学校及び中学校(以下「学校」という。)の名称、
　区分、位置、課程、部、学科、専攻科、別科、修業年限及び障害種別は、別表第一から別表第
　三までのとおりとする。

第一条　青森県が設置する高等学校、特別支援学校及び中学校(以下「学校」とい
　う。)の名称、位置、課程、部、学科、専攻科、別科、修業年限及び障害種別は、
　別表第一から別表第三までのとおりとする。

青森市大字羽
白

全日制の
課程

三年
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青森県立大間高等学校
下北郡大間町
大字大間

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立大間高等学校
下北郡大間町
大字大間

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立八戸高等学校
八戸市長者四
丁目

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立八戸高等学校
八戸市長者四
丁目

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

表現科 表現科

青森県立八戸北高等学校
八戸市大字大
久保

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立八戸北高等学校
八戸市大字大
久保

全日制の
課程

普通科 三年

普通科 普通科

スポーツ科学科 スポーツ科学科

定時制の
課程

普通科
定時制の
課程

普通科

通信制の
課程

普通科
通信制の
課程

普通科

青森県立三戸高等学校
三戸郡三戸町
大字川守田

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立三戸高等学校
三戸郡三戸町
大字川守田

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立五戸高等学校
三戸郡五戸町
字根岸

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立五戸高等学校
三戸郡五戸町
字根岸

全日制の
課程

普通科 三年

青森県立田子高等学校
三戸郡田子町
大字相米

全日制の
課程

普通科 三年 青森県立田子高等学校
三戸郡田子町
大字相米

全日制の
課程

普通科 三年

生物生産科 生物生産科

森林科学科 森林科学科

環境土木科 環境土木科

食品科学科 食品科学科

生物生産科 生物生産科

環境工学科 環境工学科

食品科学科 食品科学科

生活科学科 生活科学科

植物科学科 植物科学科

動物科学科 動物科学科

農業機械科 農業機械科

環境土木科 環境土木科

農業経済科 農業経済科

生物生産科

園芸科学科

環境システム科 環境システム科

海洋生産科 海洋生産科

水産食品科 水産食品科

水産工学科 水産工学科

漁業科 漁業科

機関科 機関科

機械科 機械科

電子機械科 電子機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

情報技術科 情報技術科

建築科 建築科

都市環境科 都市環境科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上
定時制の
課程

工業技術科 三年以上

機械科 機械科

電子機械科 電子機械科

電気科 電気科

情報技術科 情報技術科

機械科 機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

情報技術科 情報技術科

土木科 土木科

建築科 建築科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上
定時制の
課程

工業技術科 三年以上

機械・エネルギー科

電子機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

建築科 建築科

機械科 機械科

電気科

電子科

設備・エネルギー科 設備・エネルギー科

機械科 機械科

電子機械科 電子機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

情報技術科 情報技術科

土木建築科 土木建築科

材料技術科 材料技術科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上
定時制の
課程

工業技術科 三年以上

商業科 商業科

情報処理科 情報処理科

青森県立青森商業高等学
校

青森市大字戸
山

全日制の
課程

三年
青森県立青森商業高等学
校

青森市大字戸
山

全日制の
課程

三年

電気科

青森県立八戸工業高等学
校

八戸市江陽一
丁目

全日制の
課程

三年

三年

青森県立むつ工業高等学
校

むつ市文京町
全日制の
課程

三年
青森県立むつ工業高等学
校

むつ市文京町
全日制の
課程

三年

青森県立八戸工業高等学
校

八戸市江陽一
丁目

全日制の
課程

三年

青森県立十和田工業高等
学校

十和田市大字
三本木

全日制の
課程

機械・エネルギー科

三年
青森県立十和田工業高等
学校

十和田市大字
三本木

全日制の
課程

青森県立弘前工業高等学
校

弘前市大字馬
屋町

全日制の
課程

三年
青森県立弘前工業高等学
校

弘前市大字馬
屋町

全日制の
課程

三年

青森県立五所川原工業高
等学校

五所川原市大
字湊

全日制の
課程

三年
青森県立五所川原工業高
等学校

五所川原市大
字湊

全日制の
課程

三年

青森県立青森工業高等学
校

青森市大字馬
屋尻

全日制の
課程

三年
青森県立青森工業高等学
校

青森市大字馬
屋尻

全日制の
課程

三年

三年

青森県立八戸水産高等学
校

八戸市大字白
銀町

全日制の
課程

三年
青森県立八戸水産高等学
校

八戸市大字白
銀町

全日制の
課程

三年

専攻科 二年 専攻科 二年

青森県立名久井農業高等
学校

三戸郡南部町
大字下名久井

全日制の
課程

生物生産科
三年

青森県立名久井農業高等
学校

三戸郡南部町
大字下名久井

全日制の
課程

青森県立三本木農業高等
学校

十和田市大字
相坂

全日制の
課程

三年
青森県立三本木農業高等
学校

十和田市大字
相坂

全日制の
課程

三年

五所川原市大
字一野坪

全日制の
課程

三年

青森県立柏木農業高等学
校

平川市荒田上
駒田

全日制の
課程

三年
青森県立柏木農業高等学
校

平川市荒田上
駒田

青森県立五所川原農林高
等学校

五所川原市大
字一野坪

全日制の
課程

三年
青森県立五所川原農林高
等学校

全日制の
課程

三年

全日制の
課程

三年

青森県立八戸中央高等学
校

八戸市諏訪一
丁目

三年以上
青森県立八戸中央高等学
校

八戸市諏訪一
丁目

三年以上

青森県立八戸西高等学校
八戸市大字尻
内町

全日制の
課程

三年 青森県立八戸西高等学校
八戸市大字尻
内町

青森県立八戸東高等学校
八戸市類家一
丁目

全日制の
課程

三年 青森県立八戸東高等学校
八戸市類家一
丁目

全日制の
課程

三年
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農業経営科 農業経営科

商業科 商業科

情報処理科 情報処理科

家庭科学科 家庭科学科

服飾デザイン科 服飾デザイン科

スポーツ科学科 スポーツ科学科

商業科 商業科

情報処理科 情報処理科

情報デザイン科 情報デザイン科

商業科 商業科

情報処理科 情報処理科

商業科 商業科

情報処理科 情報処理科

八戸市大字十
日市

全日制の
課程

三年
青森県立八戸商業高等学
校

八戸市大字十
日市

全日制の
課程

三年
青森県立八戸商業高等学
校

青森県立三沢商業高等学
校

三沢市春日台
二丁目

全日制の
課程

三年
青森県立三沢商業高等学
校

三沢市春日台
二丁目

全日制の
課程

三年

青森県立黒石商業高等学
校

黒石市あけぼ
の町

全日制の
課程

三年
青森県立黒石商業高等学
校

黒石市あけぼ
の町

全日制の
課程

三年

青森県立弘前実業高等学
校

弘前市大字中
野三丁目

全日制の
課程

三年
青森県立弘前実業高等学
校

弘前市大字中
野三丁目

全日制の
課程

三年
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議案第７号

社会教育主事の派遣に関する規則を廃止する

規則案について

１ 提案理由

市町村教育委員会等への社会教育主事の派遣終了に伴い、社会教

育主事の派遣に関する規則を廃止するため提案するものである。

２ 概要

市町村における社会教育の活性化、学校教育と社会教育との連携

推進等を目的として、昭和４３年度から、希望する市町村教育委員

会等に対して社会教育主事を派遣してきたが、市町村における生涯

学習・社会教育推進体制の充実や、学校と地域の連携に対する理解

の浸透の状況等を踏まえ、昭和５８年度以降、順次、社会教育主事

の派遣を終了してきたところである。

今年度末で、市町村教育委員会等への派遣を全て終了することか

ら、社会教育主事の派遣について規定している当該規則を廃止する

ものである。

３ 廃止案

別紙のとおり

４ 施行期日

令和２年４月１日
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社会教育主事の派遣に関する規則を廃止する規則案

社会教育主事の派遣に関する規則を廃止する規則を次のように定め

る。

社会教育主事の派遣に関する規則を廃止する規則

社会教育主事の派遣に関する規則（昭和四十九年三月青森県教育委

員会規則第四号）は、廃止する。

附 則

この規則は、令和二年四月一日から施行する。
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

令和２年３月（２月１日～３月２４日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  下北地域の高等学校 講師（３０歳 男性） 

    ②事件の概要等  交通法規違反 

（最高速度３０km/h以上５０km/h未満の速度超過） 

・ 令和元年１１月１１日（月）午前５時４０分頃 

・ 東津軽郡平内町内の国道 

・ 最高速度６０km/hのところ、１０５km/h で走行 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和２年２月１７日 

 

事案２ ①被 処 分 者  特別支援学校 講師（３７歳 女性） 

    ②事件の概要等  人身事故（治療期間が３月以上） 

・ 令和元年９月２８日（土）午後６時５５分頃 

・ 南津軽郡藤崎町内の国道 

・ 信号のない交差点を右折しようとした際、右側から走行してきた自

動車と衝突したもの。 

・ 事故の相手方（男性１名 １年程度の加療） 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和２年３月９日 
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事案３ ①被 処 分 者  上北地域の高等学校 非常勤職員（５４歳 女性） 

    ②事件の概要等  窃盗 

・ 令和元年５月１５日（金）午後３時３０分頃、おいらせ町内のドラ

ッグストアにおいて、ドリンク剤５本（１，０００円程度）を窃取し

たもの。 

・ １１月１８日（月）、三沢警察署において事情聴取を受けた際、ド

リンク剤５本（１，０００円程度）を窃取したことを認めた。 

・ 令和２年１月９日（木）付けで刑事処分（略式命令による罰金刑 

５０万円）を受けた。 

③処 分 内 容  停職３月（同日付けで辞職を承認） 

④処分年月日  令和２年３月１１日 

 

事案４ ①被 処 分 者  下北地域市部以外の中学校 教諭（３０歳 男性） 

    ②事件の概要等  交通法規違反 

（最高速度３０km/h以上５０km/h未満の速度超過） 

・ 令和元年１０月２１日（月）午前０時２２分頃 

・ 東津軽郡平内町内の国道 

・ 最高速度６０km/hのところ、１０１km/h で走行 

③処 分 内 容  戒告 

④処分年月日  令和２年３月１９日 
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